
平成１９年度 事業計画書

財団法人 八戸地域地場産業振興センター



平成１９年度事業計画

＜基本方針＞

当地場産センターは平成４年１２月に開館し、以来、関係機関及び経済団体等の
ご支援ご協力のもと、１５年目を迎えます。
八戸地域の地場産業の活性化及び健全な育成のために、各種支援事業を積極的に

展開し地域経済の基盤強化に向けた事業に取り組んでまいります。
また、地場産センター利用者の利便性向上と利用拡大を図りながら、健全な運営

に努めてまいります。

【重点事項】

○開館１５周年「全国じばさんフェア」を記念事業として開催

○貸館・宿泊施設のセールス及びＰＲ活動を積極的に展開

１．需要開拓事業

（１）物産展及び地域のイベント等への参加
全国の地場産センターで開催される全国地場産フェア及び地域のイベントや

催事等に積極的に参加し、八戸地域及び地域の物産を広く紹介・ＰＲに努める。

○全国地場産フェア関係（予定）

期 日 開 催 地 形 態

平成１９年１０月 静 岡 西部地場産センター（初出展） 職員派遣

平成１９年１１月 北海道 旭川地場産センター（３回目） 職員派遣

平成１９年１０月 三 重 北勢地場産センター（１０回目） 商品委託

平成１９年１１月 山 口 防府地場産センター（１０回目） 商品委託

○地域のイベント・催事関係（予定）

期 日 開 催 地 形 態

平成１９年 ６月 「八戸圏域水道フェスタ」 出展参加

＊上記フェスタはじめ、地域内のイベント・催事へ積極的に参加し、地
域及び地場産品の紹介・ＰＲに努める。

（２）平成１９年度「地場産品カタログ」を作成し、地域及び地場産品を広く紹介・
ＰＲするとともに需要拡大に努める。（１５，０００部作成）



２．地場産品展示普及等事業

開館１５周年記念「全国じばさんフェア」を開催し、八戸地域及び全国の地場産業
振興センターの出展協力を得て、各地の特産品を一堂に展示紹介することにより産地
製品の一層の普及拡大に努める。

会 期 平成１９年１２月１日（土）～２日（日） ２日間
会 場 ユートリー １階・大ホール

参考～「１０周年記念イベント」
・名 称 全国地場産品「自慢の一品フェア」
・会 期 平成１４年１１月１６日㈯～１７日㈰
・出 展 全国センター ２５．地元業者 ２７
・来場者 ２７，０００人

３．新商品開発事業

１８年度事業で開発・商品化された製品の積極的な販路開拓等の支援に努める。

（１）ポスター・商品案内等の販促物の制作。

（２）ユートリー店頭、市内量販店、催事等での試食・ＰＲの実施。（年１０回）

（３）アンケート調査を実施し、商品の改良に役立てる。

１８年度開発商品
・いか「湯くぐり美人」～皮付で湯引、新触感（サクサク噛切れる）で

コラーゲンもいっぱいの商品
・「果肉入り菓子」 ～南郷区のブルーベリー・県産リンゴと、生地

に米粉を使い独特のモチモチ感が特徴

４．情報収集提供事業

地場産センターの事業内容や八戸地域及び地場産品等を広く紹介・ＰＲするために、
積極的な情報発信に努める。

（１）ホームページの一層の充実と更新を図り、魅力ある情報発信に努める。

（２）ユートリーだよりの発行（年１回）

５．人材育成事業

地場産業の振興・育成を目的とした、地域に有用なセミナー及び講演会等の企画・
開催に努める。

（１）センター主催の「地場産業活性化セミナー」を開催する。（年１回）

（２）各種団体との共催による講演会を開催する。（年１回）



６．伝統工芸伝承事業

八戸地域に古くから伝わる工芸品及とその技術の伝承に努める。

（１）「南部菱刺し」の実演・講習会の開催（実演 週３回、講習会週１回）

（２）「南部さき織」の実演・講習会の開催（実演 週７回、講習会週１回）

（３）伝統工芸体験教室の開催に対する支援

７．地域交流事業

イベントや催事・講習会を通じて、地域住民と連携を図ることにより、交流の場
とすべくコミニュティ活動の推進に努める。

（１）３世代交流によるせんべいづくり、わら細工等の体験教室を開催。（年１回）

（２）暮らしに係わる講習会を開催。（年１回）

８．展示・即売場事業

地域や産地の特色を活かした売場づくりと接遇の強化を図り、地場産品のＰＲ及
び需要の拡大に努める。

（１）繁忙期（５月Ｇ・Ｗ、７月中元、８月三社大祭・お盆、１２月歳暮、１月年始）の
帰省客・旅行客を対象に、売場展開・商品構成等、早期に取組み利用拡大に
努める。

（２）ＪＲとの連携を図りながら、八戸駅からの一層の誘客推進に努める。

（３）各種研修等に参加し、従業員の資質及びお客様へのサービスの向上に努める。

９．貸館・宿泊事業

利用率が低下している貸館・宿泊事業に集中したＰＲ活動を実施、利用率の向上
に努める。

（１）市内企業を対象に、職員による訪問セールスを実施し利用拡大に努める。
（４００社目標）

（２）ＪＲ東日本「トランベール」への広告掲載（１カ月間６５万部／２回）

（３）仙台地区の利用者が多いことから、仙台商工会議所「月報」を利用したＰＲ
を実施し、新規利用者の掘り起こしと利用拡大に努める。（１０，０００部／４回）

（４）市内２ヶ所に設置している広告看板を刷新、利用促進に努める。

（５）インターネットを利用して施設のＰＲをし、利用拡大に努める。



１０．駐車場事業

利用者の利便性の向上を図り、事故防止及び利用拡大に努める。

（１）立体駐車場と八戸東口・西口駐車場との連携を取り、利用者の利便性の向上
に努める。

（２）プリペイドカードのＰＲチラシを作成し、利用拡大に努める。

（３）八戸駅利用時における、自家用車以外（主にタクシー）利用者との競合が見
込まれる地域への集中的なチラシの配布により、新規利用者の掘り起こしに
努める。

１１． その他

○八戸信用金庫転出後の新規入居者の確保及び屋外展示場（Ｃ棟）利用者確保に努
める。


